
別添2－1

（単位：％）

定年制の有無及びその決め方

定年 制 を定 めて い る企 業　 ′

計

一 律 に 定 男女別に 職業の種類

その他

定年 制 を

めている 一 律 に 定

めている

別 に定めて

いる

定 め てい

な い企 業

調 査 産 業 計 8 7．4 （100 ．0） （7 9．3） （16．7） （3．2） （0．8） 12．6

58年 調 査

調 査 産 業 計
87．0 （100．0） （7 8 ．7） （18．5） （2．0） （0．8） 13．0

出典：昭和59年雇用管理調査報告（労働省）
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